
区 分 一部事務組合 広 域 連 合

団体の性格 ・特別地方公共団体 ・特別地方公共団体

構成団体
・都道府県、市町村及び特別区
 ただし、複合的一部事務組合にあっ
ては、市町村及び特別区

・都道府県、市町村及び特別区

設置の目的等
・構成団体又はその執行機関の事務の
一部を共同処理する。

・多様化した広域行政需要に適切かつ
効率的に対応するとともに、国からの
権限移譲の受け入れ体制を整備する。

処理する事務

・構成団体に共通する事務
・複合的一部事務組合の場合は、全市
町村に共通する事務である必要はな
い。

・広域にわたり処理することが適当で
ある事務
・構成団体間で同一の事務でなくても
構わない。

国等からの事務権
限の移譲

・国又は都道府県は、広域連合に対し
直接、事務・権限の移譲を行うことが
できる。
・都道府県の加入する広域連合は国
に、その他の広域連合は都道府県に、
事務・権限を移譲するよう要請するこ
とができる。

構成団体との関係

・広域連合の長は、構成団体に規約変
更するよう要請することができる。
・広域計画を策定し、その実施につい
て構成団体に対して勧告することがで
きる。広域計画は、他の法定計画と調
和が保たれるようにしなければならな
い。
・広域連合は、国の地方行政機関、都
道府県知事、地域の公共的団体等から
構成される協議会を設置できる。

設置の手続

・普通地方公共団体が協議により規約
を定め、都道府県の加入するものは総
務大臣、その他のものは都道府県知事
の許可を得て設ける。なお、設置に当
たり必要となる協議については、関係
地方公共団体の議会の議決を経なけれ
ばならない。

・同左
　ただし、総務大臣は、広域連合設置
の許可を行おうとするときは、国の関
係行政機関の長に協議する。

直接請求 ・法律に特段の規定はない。

・普通地方公共団体に認められている
直接請求と同様の制度を設けるほか、
広域連合の区域内に住所を有するもの
は、広域連合に対し規約の変更につい
て構成団体に要請するよう求めること
ができる。

組織

・議会－管理者（執行機関）
・複合的一部事務組合にあっては、管
理者に代えて理事会を設けることがで
きる。
・公平委員会、監査委員、会計管理者
は必置

・議会－長（執行機関）
・公平委員会、監査委員、会計管理
者、選挙管理委員会は必置

議員等の選挙方法
等

・議会の議員の選挙の方法、及び管理
者の選任の方法は、規約の定めるとこ
ろによる。

・議会の議員及び執行機関の選出につ
いては、直接公選又は間接選挙によ
る。

一部事務組合と広域連合の主な相違点
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